
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
は
１８
日
、
豊
洲
新
市
場
建
設
事
業
に
つ
い
て
東
京
都
環
境
影
響

評
価
条
例
に
基
づ
き
、
東
京
都
知
事
に
環
境
影
響
評
価
書
案
を
提
出
し
た
。
土
壌
汚
染
の

影
響
な
ど
に
つ
い
て
、
大
気
や
水
質
汚
濁
な
ど
１４
項
目
す
べ
て
の
評
価
項
目
で
環
境
基
準

等
の
評
価
指
標
を
満
足
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
豊
洲
新
市
場
建
設
工
事
に
関

す
る
基
本
設
計
の
受
託
者
選
定
を
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
年
度
末

ま
で
に
事
業
者
を
決
定
す
る
予
定
。
引
き
続
き
、
事
業
段
階
環
境
影
響
評
価
な
ど
を
進

め
、
土
壌
・
地
下
水
汚
染
対
策
を
含
む
建
設
工
事
を
進
め
、
１４
年
度
の
開
場
を
目
指
す
考

え
。
環
境
影
響
評
価
書
案
の
縦
覧
や
受
託
者
選
定
の
手
続
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
い
よ

い
よ
新
市
場
予
定
地
の
土
壌
・
地
下
水
汚
染
対
策
も
本
格
化
し
そ
う
だ
。

来
月
２８
日
ま
で
縦
覧
、

住
民
説
明
会
も

案
に
よ
る
と
例
え
ば
、
大

気
に
関
す
る
項
目
で
は
、
汚

染
土
壌
の
掘
削
・
処
理
等
お

よ
び
汚
染
地
下
水
の
処
理
等

に
伴
う
ベ
ン
ゼ
ン
等
揮
発
性

物
質
の
影
響
に
つ
い
て
、
ベ

ン
ゼ
ン
等
揮
発
性
物
質
を
含

む
汚
染
土
壌
を
掘
削
す
る

際
、
排
気
処
理
設
備
を
備
え

た
揮
発
養
生
テ
ン
ト
を
設
置

し
て
掘
削
作
業
を
行
う
ほ

か
、
土
壌
運
搬
の
際
は
、
飛

散
防
止
、
揮
発
性
物
質
の
揮

発
防
止
の
た
め
の
密
閉
措
置

を
行
う
こ
と
で
大
気
中
へ
の

揮
発
性
物
質
の
揮
発
・
拡
散

防
止
、
揮
発
養
生
テ
ン
ト
か

ら
の
排
気
も
排
気
処
理
設
備

で
吸
着
処
理
す
る
こ
と
な
ど

か
ら
汚
染
土
壌
の
掘
削
・
処

理
お
よ
び
汚
染
地
下
水
の
処

理
等
に
伴
う
ベ
ン
ゼ
ン
等
揮

発
性
物
質
の
影
響
の
程
度

は
、
評
価
の
指
標
と
し
た

「
ベ
ン
ゼ
ン
等
の
大
気
の
汚

染
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い

て
」
に
定
め
る
基
準
を
満
た

す
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
水
質
汚
濁
に
関
す

る
項
目
で
は
、
土
壌
汚
染
個

所
は
、
土
壌
を
掘
削
す
る
深

さ
ま
で
地
下
水
位
を
低
下
さ

せ
た
上
で
掘
削
し
、
汚
染
土

壌
を
取
り
除
く
ほ
か
、
原
位

置
微
生
物
処
理
で
は
、
対
象

個
所
周
囲
に
鋼
矢
板
を
設
置

し
地
下
水
を
遮
断
し
た
上
で

処
理
し
、
排
水
等
は
発
生
し

な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
掘
削
土
壌
は
、
汚
染
状

況
に
応
じ
て
仮
設
土
壌
処
理

プ
ラ
ン
ト
で
掘
削
微
生
物
処

理
、
洗
浄
処
理
、
中
温
加
熱

処
理
を
行
い
、
指
定
基
準
以

下
に
処
理
す
る
ほ
か
、
地
下

水
の
み
汚
染
さ
れ
て
い
る
個

所
も
、
汚
染
個
所
周
囲
に
鋼

矢
板
を
打
設
し
た
上
で
、
揚

水
と
復
水
、
ま
た
は
連
続
揚

復
水
を
行
う
こ
と
で
浄
化
を

実
施
し
、
復
水
完
了
後
、
地

下
水
が
地
下
水
基
準
以
下
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
基
準
超
過
の
場
合
は
基

準
以
下
ま
で
処
理
を
繰
り
返

し
て
浄
化
す
る
こ
と
な
ど
か

ら
水
質
へ
の
影
響
の
程
度

は
、
評
価
の
指
標
と
し
た

「
土
壌
汚
染
対
策
法
」
に
定

め
る
基
準
を
満
た
す
と
し
て

い
る
。

建
設
発
生
土
等
に
つ
い
て

は
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存

在
す
る
区
域
か
ら
発
生
す
る

土
壌
も
、
土
対
法
に
基
づ
く

許
可
施
設
へ
搬
出
す
る
こ
と

で
汚
染
拡
散
の
防
止
に
努
め

る
ほ
か
、
基
準
不
適
合
土
壌

が
存
在
す
る
区
域
か
ら
発
生

す
る
建
設
汚
泥
に
つ
い
て

は
、
土
対
法
に
基
づ
く
許
可

施
設
か
つ
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
へ
搬
出
し
、
セ
メ
ン
ト

へ
の
リ
サ
イ
ク
ル
等
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

再
利
用
で
き
な
い
廃
棄
物

は
、
適
切
に
処
理
を
行
っ
て

い
る
事
実
を
産
業
廃
棄
物
管

理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
で

確
認
す
る
た
め
、
建
設
発
生

土
お
よ
び
建
設
廃
棄
物
の
排

出
量
は
、
評
価
の
指
標
と
し

た
「
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
」
等
に

示
さ
れ
る
「
事
業
者
の
責

務
」
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
抑

制
を
図
る
こ
と
を
満
た
す
と

し
て
い
る
。

都
で
は
、
来
月
２８
日
ま
で

環
境
影
響
評
価
書
案
の
縦
覧

を
行
い
、
縦
覧
期
間
内
に
住

民
説
明
会
を
開
催
す
る
予

定
。住

民
説
明
会
の
時
期
等
は

後
日
、
江
東
区
お
よ
び
中
央

区
の
区
報
に
掲
載
す
る
と
し

て
い
る
。

２９
日
に
実
施
要
領
を
公
表

な
お
、
基
本
設
計
の
発
注

は
２９
日
に
実
施
要
領
公
表

後
、
来
月
１０
日
に
参
加
表
明

書
の
受
け
付
け
を
締
め
切

り
、
来
年
２
月
４
日
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
同
３
月
上
旬
に
業

者
決
定
・
契
約
の
流
れ
と
な

る
予
定
。

平成２２年１１月２４日（水曜日） （６）

プロポーザル方式で
年度末に事業者決定

土壌汚染等の影響

全全
１１４４
項項
目目
でで
指指
標標
満満
たた
すす

都が環境影響評価書案


